
承認第１０号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和３年５月１７日提出 

 

                         木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和３年３月３１日 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

令和２年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第３号について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和２年度  

 

 

 

 

公共下水道事業会計補正予算第３号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市  
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令和２年度  木津川市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

第１条  令和２年度木津川市公共下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

第２条 令和２年度木津川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収 

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

（収    入） 

第１款 下水道事業収益 ２，４１９，９７６千円 △２１，２７９千円 ２，３９８，６９７千円 

 第１項 営業収益     ９７３，０１０千円  １５，７２１千円   ９８８，７３１千円 

 第２項  営業外収益  １，４４６，９６５千円 △３７，０００千円 １，４０９，９６５千円 

（支    出） 

第１款 下水道事業費用 ２，４１９，９７６千円 △２１，２７９千円 ２，３９８，６９７千円 

 第１項 営業費用    ２，２５９，１２６千円 △２１，０７１千円 ２，２３８，０５５千円 

 第２項 営業外費用      １５７，７００千円       △２０８千円      １５７，４９２千円 

  

 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（ 資本的収入額が資本 

 的支出額に対して不足する額５６１，５６２千円は、過年度分損益勘定留保資金５９，５９１千円及び 

 当年度分損益勘定留保資金５０１，９７１千円で補てんするものとする。） 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）         （計） 

（収    入） 

第１款 資本的収入     ５７５，６７４千円 △８２，５４４千円   ４９３，１３０千円 

 第１項 企業債       ３０１，７００千円  △５０，１００千円   ２５１，６００千円 

第３項 他会計補助金     ８７，３８８千円 △３０，０００千円    ５７，３８８千円 

第４項 工事負担金       １，５７５千円    △１，５７５千円             ０千円 

第６項 基金繰入金         １，９３３千円     △４９１千円     １，４４２千円 

第７項 その他資本的収入    １，２８６千円        △３７８千円       ９０８千円 

（支    出） 

第１款 資本的支出    １，１０５，１８２千円 △５０，４９０千円 １，０５４，６９２千円 

 第１項 建設改良費      ４７４，１５５千円  △５０，４９０千円   ４２３，６６５千円 
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第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道事業 １９５，４００千円  

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

年４．０％

以内（ただ

し、利率見直

し方式で借

り入れる資

金について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率） 

 政府資金については、その

融資条件により、銀行その他

の場合にはその債権者と協

定するところによる。 

 ただし、財政の都合により

据置期間及び償還期限を短

縮し、又は、繰上償還若しく

は低利に借換することがで

きる。 
流域下水道事業  ５６，２００千円 

計 ２５１，６００千円 ― 

 

 

― 

 

 

 

 

― 

 

 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）        （計） 

（１） 職員給与費    １０６，２８６千円    △３，０１８千円  １０３，２６８千円 

 

 

第６条 予算第９条に定めた一般会計からの補助金の金額を、２７２，０２４千円に補正する。 

 

 

令和３年３月３１日専決 

木津川市長 河井 規子 



１．収益的収入及び支出

（１）　収　　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．下水道事業収益 ２,４１９,９７６ △２１,２７９ ２,３９８,６９７

1 ．営業収益 ９７３,０１０ １５,７２１ ９８８,７３１

1 ．下水道使用料 ９５１,９２４ １５,８０９ ９６７,７３３ 1 ．下水道使用料 １５,８０９

2 ．他会計負担金 １９,２７０ １０８ １９,３７８ 1 ．雨水処理負担金 １０８

3 ．その他営業収益 １,８１６ △１９６ １,６２０ 1 ．下水道手数料 △１９６

2 ．営業外収益 １,４４６,９６５ △３７,０００ １,４０９,９６５

2 ．他会計補助金 ２５９,００５ △３７,０００ ２２２,００５ 1 ．一般会計補助金 △３７,０００

２,４１９,９７６ △２１,２７９ ２,３９８,６９７

（２）　支　　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．下水道事業費用 ２,４１９,９７６ △２１,２７９ ２,３９８,６９７

1 ．営業費用 ２,２５９,１２６ △２１,０７１ ２,２３８,０５５

1 ．管渠費 １９,６９４ △２,３００ １７,３９４ 2 ．光熱水費 △５００

4 ．委託料 △３００

8 ．修繕費 △５００

9 ．工事請負費 △１,０００

2 ．処理場費 １２０,７０５ △１４,２８２ １０６,４２３ 2 ．燃料費 △１００

3 ．光熱水費 △１,５００

4 ．委託料 △９,９８２

5 ．修繕費 △２,７００

3 ．普及指導費 ８００ △３００ ５００ 1 ．補助及び交付金 △３００

4 ．業務費 ５７,５８２ △３,０００ ５４,５８２ 1 ．委託料 △２,９００

2 ．貸倒引当金繰入額 △１００

5 ．総係費 ７８,５０９ △１,１８９ ７７,３２０ 3 ．手当 △９１８

7 ．旅費 △５１

10．印刷製本費 △２０

17．負担金 △２００

2 ．営業外費用 １５７,７００ △２０８ １５７,４９２

1 ．支払利息及び企業債利息 １５０,６９９ △２０８ １５０,４９１ 3 ．一時借入金利息 △２０８

２,４１９,９７６ △２１,２７９ ２,３９８,６９７
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支 　出 　合　 計

収 　入 　合 　計

款 項 目 備　　　　　　　　　　考

令和２年度 木津川市公共下水道事業会計補正予算 (第３号)
（実　施　計　画）

款 項 目 備　　　　　　　　　　考



２．資本的収入及び支出

（１）　収　　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．資本的収入 ５７５,６７４ △８２,５４４ ４９３,１３０

1 ．企業債 ３０１,７００ △５０,１００ ２５１,６００

1 ．企業債 ３０１,７００ △５０,１００ ２５１,６００ 1 ．下水道事業債 △５０,１００

3 ．他会計補助金 ８７,３８８ △３０,０００ ５７,３８８

1 ．他会計補助金 ８７,３８８ △３０,０００ ５７,３８８ 1 ．一般会計補助金 △３０,０００

4 ．工事負担金 １,５７５ △１,５７５ ０

1 ．工事負担金 １,５７５ △１,５７５ ０ 1 ．工事負担金 △１,５７５

6 ．基金繰入金 １,９３３ △４９１ １,４４２

1 ．基金繰入金 １,９３３ △４９１ １,４４２ 1 ．基金繰入金 △４９１

7 ．その他資本的収入 １,２８６ △３７８ ９０８

2 ．負担金 １,２８４ △３７８ ９０６ 2 ．負担金 △３７８

５７５,６７４ △８２,５４４ ４９３,１３０

（２）　支　　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．資本的支出 １,１０５,１８２ △５０,４９０ １,０５４,６９２

1 ．建設改良費 ４７４,１５５ △５０,４９０ ４２３,６６５

1 ．公共下水道費 ３９７,２８０ △３１,５９０ ３６５,６９０ 2 ．手当 △２,１００

9 ．印刷製本費 △５０

10．委託料 △８,４００

11．賃借料 △８４０

12．工事請負費 △１８,１００

13．補償費 △２,１００

2 ．流域下水道費 ７６,８７５ △１８,９００ ５７,９７５ 1 ．負担金 △１８,９００

１,１０５,１８２ △５０,４９０ １,０５４,６９２
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支　 出 　合 　計

収 　入 　合　 計

款 項 目 備　　　　　　　　　　考

款 項 目 備　　　　　　　　　　考


